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    都市活力の向上

まちづくり編

交通拠点性を生かした都市活力の向上

施策の大綱

企業活動の促進・働く場の充実

基本施策

地域に根ざした商工業の活性化

農林業の振興

まちづくり観光の推進

広域的な交通拠点性の強化

基本施策の大綱が目指すまちのイメージ

活力のあるまち
東西交通の要衝としての充実した交通基盤を生かし、広域的な連携・交流
と、活発な産業が展開される『活力のあるまち』を目指します。



現状と課題
● 本市はこれまで、高速道路が結節する交通アクセスの利便性や中部・近畿両圏の中間に位置する地理

的優位性を生かし、名阪亀山・関工業団地や亀山・関テクノヒルズ等を中心に内陸型工業都市として発
展してきました。その一方で、国内の景気は、平成２０年の世界同時不況以後、一定の回復傾向は見ら
れるものの、企業の設備投資については、依然として海外投資が優先される傾向にある中で、国内産業
の空洞化が懸念されています。本市においても、企業立地や産業活動が停滞した時期がありましたが、
最近では民間産業団地における未造成区域の造成再開や、平成３０年度に新名神高速道路の県内区間
の全通が予定されるなど、産業基盤の整備が進められています。今後は、これらの基盤を生かしなが
ら、安定した雇用や地域経済を活性化するため、企業立地や市内企業の活発な事業活動をより一層促
進していく必要があります。

● 本市はこれまで、独自の産業奨励制度により、市内民間産業団地などへの企業の新規立地や既存企業
の事業拡張を促進するとともに、企業ニーズや現行制度の検証を踏まえた新たな制度を確立しまし
た。今後は、この制度を効果的に活用し、より積極的に企業誘致や市内企業の活性化を進めていく必要
があります。

● 世界同時不況以降、県内でも有効求人倍率が１を下回る状況が続いていましたが、平成２６年以降は
１を上回り、緩やかに上昇傾向が続いています。本市における雇用対策は、亀山市雇用対策協議会が開
催する求人懇談会などの取り組みに対する支援を通じて、市内企業の雇用確保や雇用の安定を図って
きました。こうした取り組みを継続するとともに、地方創生を推進する観点から、若者をはじめとし
て、女性、高齢者、障がい者など、多様な雇用を創出していくことが求められます。

● 経済、社会環境が変化する中、企業が持続的に発展していくためには、多様な働き方へのニーズに対応
し、だれもが活躍できる労働環境を整えることが重要な課題です。こうした労働者の働きやすい環境
を目指すためには、大企業はもとより、市内企業の大半を占める中小企業、特に小規模企業における

「働き方改革」を推進する必要があります。
● 本市においては、地域の清掃活動や森林整備に関する活動など、企業によるＣＳＲの取り組みが広が

りをみせています。ＣＳＲ活動※１は企業価値を高め、地域経済の持続的発展にもつながることから、さ
らにその取り組みを応援していく必要があります。
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⑴ 企業活動の促進・働く場の充実
３．交通拠点性を生かした都市活力の向上

※１　Corporate Social Responsibilityの略。企業が事業活動において利益を優先するだけでなく、顧客、株主、地域社会などの様々な利害関係者との関係を重視しながら、社会的責任を果たす活動のこと。
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目指す姿

成果指標

施策の方向

①持続可能な産業構造の構築
◆ 経済情勢の変化にも対応できる持続可能な産業構造を構築していくため、本市が有する立地特性や

ポテンシャルを生かし、トップセールスや新たな産業振興奨励制度の活用による企業立地や既存企
業の事業拡張による多様な産業集積を促進します。

②既存企業の活性化
◆企業の経営基盤強化を促進するため、企業の商品開発や販路開拓を支援します。
◆ 既存企業が活発に事業活動を展開できるよう、企業ニーズを把握し、企業間交流や産学民官連携を

促進するなど、企業支援体制を充実します。

③雇用の創出と働きやすい環境づくり
◆ 亀山市雇用対策協議会、ハローワークや商工会議所などの関係機関等と連携し、雇用を促進すると

ともに、経済・雇用の一体的な対策に取り組みます。
◆ 就労者の働きやすい環境を目指し、ハローワークや労働局等の関係機関と連携し、雇用や労働に関

する相談に応じるとともに、企業や労働団体など関係機関と協議を行い、地域に根ざした「働き方改
革」を進めます。

④企業との連携によるまちづくり
◆ 企業による様々な分野でのＣＳＲ活動を推奨するとともに、優れた事例の情報発信を図るなど、市

内企業によるＣＳＲ活動の活発化を促すことで、企業との協働によるまちづくりを進めます。

指　　標 現状値 目標値

企業立地・事業拡張件数 — １０件
（平成３３年度末現在）

製造品出荷額等の額 １０,４９５億円
（平成２６年）

１１,２００億円
（平成３３年）

製造業の従業者数 ９,７０１人
（平成２６年）

１０,２００人
（平成３３年）

多様な企業が、市内に立地し、事業活動を活発に行うことで、雇用が創出されています。
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現状と課題
● 本市には、ＪＲ亀山駅周辺の中心的市街地や市北東部の国道３０６号線沿道等を中心に、一定の商

業機能が集積し、市民の日常生活を支えています。また、総合計画策定のためのアンケート調査では、
８５%の方が「日常の買い物のしやすさ」に対して、重要と回答しており、市民の日々の暮らしを支え
る商業機能の充実が求められています。しかし、市内外における大規模店舗の立地や計画、及び後継者
不足により、市内商業を取り巻く環境は変化しており、今後も一層、地域に根ざした商業の展開に取り
組んでいく必要があります。

● 本市では、商店街を含む市街地のにぎわい形成を目指し、商業団体の主催による１００円商店街※１、亀
山大市、まちゼミ※２等の商業活性化の取り組みを支援しており、こうした取り組みは、多くの来訪者を
呼び込み、商店街が持つ潜在的な魅力を発信しています。今後もこうした取り組みの実施により構築
された関係者間のつながりを生かしながら、課題を共有し、その解決のための自主的な取り組みや資
源活用の工夫が求められます。さらに、市街地における商店数の確保や空き店舗対策等については、現
状を把握するとともに、支援策を検討していく必要があります。

● 本市では、亀山商工会議所などの関係機関と連携しながら、経営革新セミナー、販路開拓支援や各種の
助成制度などにより、市内事業者の経営力強化に向けた取り組みを支援しています。地域に根ざした
事業活動を行う市内事業者は、地域の経済や地域社会の担い手として重要な役割を果たしていること
から、持続的な経営を促進するため、今後も支援していくことが求められます。

● 本市では、創業支援ネットワーク「カメヤマ創業アシスト」を形成し、創業セミナーの開催など、亀山商
工会議所や金融機関等と連携し、創業者支援に取り組んでいます。こうした取り組みを継続するとと
もに、若者や女性などによる起業を地域の活性化につなげていく必要があります。
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⑵ 地域に根ざした商工業の活性化
３．交通拠点性を生かした都市活力の向上

※１　商店街全体を100円ショップに見立て、すべての店の店頭に100円コーナーを設置する取り組みのこと。
※２　お店の店主（スタッフ）が講師となり、プロならではの専門的な知識と情報、コツを受講者（客）に伝える少人数制のゼミのこと。84



目指す姿

成果指標

施策の方向

①にぎわいのある商業地域の形成
◆ ＪＲ亀山駅周辺をはじめとする既存商業施設が集積する都市拠点において、空き店舗の活用等を促

進するなど、都市形成と地域のまちづくりとの整合を図りながら、まちの魅力を向上させるにぎわ
いのある商業地域の形成を進めます。

②多様な主体による一体的な取り組みの促進
◆ 商業活性化に向けた取り組みを実行できる組織・人材の育成・確保を図るため、商業団体の組織力や

団体間の連携強化を支援します。
◆ 商業者、商業団体、行政が一体となって、「亀山まちゼミ」、「亀山大市」、「亀山１００円商店街」等の市

内商業を活性化する取り組みを推進します。

③市内事業者の経営力の向上
◆ 市内商工業全体のレベルアップを促すため、県や商工会議所等の関係機関と連携し、市内事業者の

新たな事業展開や魅力づくり、経営安定化に向けた支援を実施します。

④新たなビジネスの創出
◆ 商工会議所や金融機関など、地域の創業支援機関と連携し、市内での創業を支援します。特に若者や

女性などを中心とした創業について、制度の充実を図ります。
◆ 農商工連携※３、コミュニティビジネス※４など、地域資源を活用した地域に根ざす産業の創出を促進

します。

市内事業者が、地域に根ざし活発な経営を行っています。

指　　標 現状値 目標値

都市拠点における空き店舗活用件数 — ５件
（平成３３年度末現在）

カメヤマ創業アシストのサポートを受けた創業件数 — ３０件
（平成３３年度末現在）
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※３　農林業者と商工業者が互いの「技術」「ノウハウ」を持ち寄り、新しい商品の開発やサービスの提供、販路の拡大に取り組むこと。
※４　地域住民等が、地域資源を活用して、地域課題をビジネス手法により解決する事業のこと。 85



現状と課題
● 本市では、鈴鹿川や安楽川、中の川などの河川流域を中心に水稲・麦、丘陵部で茶・野菜・花木・畜産等、

多様な農業が展開されています。特に茶については、中の山パイロットを中心に生産されており、亀山
茶としてのブランド化への取り組みが進められています。また、林業は、北勢地方随一の林業地帯とし
て古くからスギ・ヒノキを主とした人工造林が進められ、良質な木材の生産・供給を行っています。

● 農業を取り巻く環境は、依然として厳しい状況である中、国においては、「守る農業」から「攻めの農業」
への転換や、生産者が安心して生産に取り組める支援など、農業の競争力の強化策に取り組むことと
しており、今後の環境の変化を引き続き注視しながら、適切に対応していくことが求められます。

● 本市では、農地の利用集積の伸び悩みや獣害被害等により、農業経営力・農業生産力が低下し、耕作放
棄地の増加が見られます。また、農業従事者の高齢化、後継者不足は、担い手となる認定農業者※１や集
落営農組織においても課題となってきています。こうした中、中山間地域において、地域農業の活性化
のため、耕作放棄地解消や農地保全に取り組む営農組織も設立されています。今後は、担い手農家や集
落営農組織の農業生産性向上や生産規模拡大のため、農地の利用集積を進めるとともに、意欲ある若
者などの新規就農や営農組織への参画を促進することが必要です。

● 本市では、農業者や農業者団体が、地域の資源を生かした６次産業化※２や農商工連携、ブランド化など
農作物の付加価値向上への取り組みを行っています。農業が職業として自立し、選択しうる魅力とや
りがいのある産業となるよう、農業の組織化や付加価値の向上など「儲かる農業」や「攻めの農業」への
取り組みなどを支援することが必要です。また、「かめやまっ子給食※３」を中心に、「顔の見える関係」の
もとでの地産地消の取り組みを生かした食育の推進に努めています。次代の農業者の育成や農業への
理解を深めるためにも、こうした取り組みを継続していく必要があります。

● 本市では、野生鳥獣による農作物や森林被害削減のため、県や獣害専門家と連携し、地域での獣害対策
に取り組んでいます。今後も、生産意欲の減退や耕作放棄地の増加を防ぐため、行政と地域が一体と
なって獣害対策に取り組むことが必要です。

● 本市では、木材価格の低迷や経費の上昇等により、林業経営は依然として厳しい状況にある中、林業事
業体による施業の集約化や路網整備等により生産性向上に取り組んでいます。また、公共建築物の木
造化・木質化を進め、木材の利用拡大に取り組んでいる中、県内には木質バイオマス※４発電所が３箇
所稼働し、ますます木材(チップ材)の需要が高まっています。今後の持続可能な安定した林業経営に向
け、さらに施業を集約化し、効率的な森林施業を進めるとともに、地域材のブランド化など付加価値向
上や、公共建築物や一般建築物、木質バイオマス燃料等への利用を促進することが必要です。
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⑶ 農林業の振興
３．交通拠点性を生かした都市活力の向上

※１　農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業者のこと。
※２　１次産業（農林水産業）が２次産業、３次産業と連携し、生産だけでなく、加工、流通、販売等を総合的に行うことで、事業の付加価値を高めること。
※３　亀山産や県内産の食材を多く使用した亀山市独自の学校給食のこと。
※４　再生可能な生物由来の有機性資源（化石資源を除く）で、木材からなるもの。
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目指す姿

成果指標

施策の方向

①農業経営体の育成・確保
◆ 地域農業の維持・発展を図るため、農業の担い手として中心的な役割を果たす認定農業者や集落営

農組織の育成・確保を図ります。
◆ 農業従事者の高齢化、後継者不足に対応するため、今後の担い手となる意欲ある若者などの新規就

農や親元就農、集落営農組織への参画を支援します。

②農業経営の安定化
◆ 農業が職業として自立し、選択しうる魅力とやりがいのある産業となるよう、県や農業協同組合な

ど関係機関と連携しながら、「儲かる農業」や「攻めの農業」への取り組みを支援します。
◆農作業の効率化、維持管理費の軽減のための地域の実情に合った農業基盤の整備を進めます。
◆ 有害鳥獣による農作物への被害防止を図るため、行政と地域関係者が一体となった獣害対策に取り

組みます。

③高付加価値農業の展開
◆ 地域の資源を生かした６次産業化、農商連携、ブランド化などの農畜産物の付加価値向上に取り組

む農業者等を支援するとともに、都市住民や地域住民との交流を通じた農業の展開を支援します。
◆ 食に対する多様なニーズを見据えた、地域で生産された安心安全な農畜産物を地域で消費する地産

地消への取り組みや、特産品の消費拡大への取り組みを支援します。
◆ 農業生産条件が不利な中山間地域において、地域の特性を生かした農業生産を支援し、地域の活性

化を図ります。

④林業経営の安定化
◆ 林業事業体の持続可能な安定した林業経営のため、林業事業体が施業の集約化に必要な森林所有者

の情報を得やすくするとともに、施業集約化や路網整備など林業生産活動を支援します。
◆木材関係団体等と連携し、地域材のブランド化など付加価値向上に取り組みます。
◆ 地域材の循環利用を図るため、地域材を利用した公共建築物の木造化・木質化を推進するとともに、

一般建築物への地域材の普及や木質バイオマス燃料等への利用を促進します。

指　　標 現状値 目標値

新規認定農業者及び認定新規就農者の数 — １０人
（平成３３年度末現在）

６次産業化や農商連携に取り組む認定農業者数 １０人
（平成２７年度末現在）

１５人
（平成３３年度末現在）

利用間伐施業面積 — ３００ha
（平成３３年度末現在）

農林業の担い手が、効率的かつ安定した経営を営んでいます。
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現状と課題
● 本市は、地域文化と定住環境が調和する持続的な観光を実現していくため、地域が主体となってあら

ゆる資源を生かし、交流と活力を生み出す「まちづくり観光」の考え方を基本として様々な取り組みを
進めてきました。特に、東海道関宿は、地域住民がそこで生活しながらも、歴史的な佇まいをまちの魅
力として地域主体で磨き上げています。今後は、本市を目的地として来訪されるよう、交通利便性とい
うポテンシャルを生かして、着地型観光※１の推進と地域経済の活性化を見据えた取り組みが必要です。

● 本市では、まちづくり観光に携わる団体が増え、多様な主体により、様々な取り組みが進められていま
す。しかし、これらをつなぎ合わせ、交流・集客を促進し、経済効果、資源保全など、地域のまちづくりに
つなげる「まちづくり観光の好循環」の十分な形成にまでは至っていません。まちづくり観光を進める
コーディネート力、推進力が必要であり、関係者が一体となって観光振興に取り組み、地域経済につな
げるしくみづくりを進める必要があります。

● 道の駅関宿やサンシャインパーク等の立ち寄り型観光施設への来訪者は増加しているものの、観光客
の滞在時間が短くなっていることが、本市の課題です。今後は、商業機能の充実に努め、観光客が訪れ
た際に観光資源とともに名物や特産などでもてなすなど、観光客に長く滞在してもらえる環境づくり
が必要です。

● 本市は、亀山みそ焼きうどんや亀山ラーメンなど、民間主体の食による観光振興が進められ、最近で
は、亀山商工会議所により「伊勢ノ国 まほろば街道」による街道観光が進められています。その一方で、
首都圏などでのプロモーション活動を展開しているものの、まだまだ全国的な知名度は低い現状にあ
ります。より多くの方に知ってもらい訪れてもらうため、本市が有する観光資源の掘り起こしや魅力
の向上を図るとともに、より効果的な情報発信を行っていく必要があります。

● 平成２８年に開催された伊勢志摩サミットを受け、会場となった伊勢志摩地域はもとより、本市にお
いても海外での知名度が向上していることが考えられます。訪日外国人の本市への来訪状況等を見極
めながら、こうした好機が生かせるよう、インバウンド※２に対応した取り組みを進めていく必要があ
ります。
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⑷ まちづくり観光の推進
３．交通拠点性を生かした都市活力の向上

※１　旅行の発地（出発地）ではなく、着地（到着地）が有する観光資源の情報や受け入れ側の観点から企画・立案・実施される観光形態のこと。
※２　主に観光分野において、海外から日本に来る観光客を指す。88



目指す姿

成果指標

施策の方向

①持続可能なまちづくり観光の推進
◆ 観光による地域経済の活性化に向け、多様な主体をつなぎ合わせ、地域全体の観光マネジメントを

担う亀山版ＤＭＯ※３の形成を検討します。
◆ 来訪者の増加と認知度の向上のため、シティプロモーション※４戦略を活用し、市の魅力が市内外で

共有されるよう、様々な機会を通じた情報発信を図ります。
◆ まちづくり観光のコーディネート機能を果たす亀山市観光協会へ支援を行い、円滑な運営と組織力

の強化を促進します。

②観光地の魅力づくり
◆ 関宿等における第３次産業を中心とした起業を支援し、観光需要の獲得や来訪者の消費拡大を図り

ます。
◆ 本市が有する豊かな自然資源や多様な産業を活用した体験型観光の充実を図るとともに、歴史文化

資産等を活用した教育観光の拡充に取り組みます。
◆関係機関と連携しながら、東海道をはじめとする歴史文化遺産を活用した観光促進を図ります。

③快適に滞在できる受け入れ環境の向上
◆観光客の利便性向上を図るため、観光施設の充実を図ります。
◆ パンフレットの多言語対応や観光地における通信環境の充実に努め、外国人向けの観光情報提供

サービスの向上を図ります。
◆ 観光客をおもてなしの心で迎えられるよう、まちづくり観光を担う市民や市民活動団体に対する活

動支援を行うとともに、団体同士の交流や研修会等を通じた人材育成を行います。

来訪者が、地域の魅力に共感し、活気にあふれた交流が行われています。

指　　標 現状値 目標値

主要観光施設入込客数 ３０６,６５０人
（平成２７年度）

３６８,０００人
（平成３３年度）

関宿内の観光関連店舗数 ２２店舗
（平成２８年９月末日現在）

２６店舗
（平成３３年度末現在）

まちづくり観光に関わる団体数 ８９団体
（平成２８年９月末日現在）

９４団体
（平成３３年度末現在）
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※３　Destination Marketing/Management Organizationの略。地域における観光をマネジメントする組織、法人のことで、地域の観光資源を活かし、地域と協働しながら観光地づくりを行うもの。
※４　都市の活性化促進のために、宣伝材料となる資源や魅力を確立し、それらを効果的に宣伝・広報するとともに、都市をＰＲすること。 89



現状と課題
● 古くから交通の要衝であった本市は、現在も広域交通網の結節点として、中部と関西の両圏域をつな

ぐ重要な役割を担っています。新名神高速道路などの広域高速道路網をはじめ、新たな国土の大動脈
としてわが国の経済社会を支え、東京・大阪間の二重系化※１による災害に強い国土形成等に大きく貢
献することが期待されるリニア中央新幹線の実現により、交通の要衝としての地域ポテンシャルをさ
らに高めていくことが求められています。

● リニア中央新幹線については、東京・名古屋区間の整備が着実に進められる中、東京・大阪間の全線開
業に向け、国が財政投融資の手法を活用することを表明したことにより、２０４５年から最大で８年
間前倒しされる可能性が生じました。このような動向を受け、官民連携組織である「リニア中央新幹
線・ＪＲ複線電化推進亀山市民会議」による誘致活動をさらに強め、関係機関に対し、ルートや停車駅
の早期決定を促していく必要があります。

● リニア中央新幹線の市内停車駅誘致に伴う駅周辺整備に備えるため、平成８年度から「リニア中央新
幹線亀山駅整備基金」を設置し、計画的に積み立てています。引き続き、目標額の達成に向け、継続した
積み立てを行うとともに、リニア効果を最大限に生かすため、経済効果や都市機能など、リニア中央新
幹線の市内停車駅を踏まえたまちづくりについて研究していく必要があります。

● 本市は、交通の結節点であるがゆえに、東名阪自動車道において慢性的な交通渋滞が発生しています。
こうした中、新名神高速道路の県内区間については、平成２８年８月に四日市ＪＣＴから新四日市Ｊ
ＣＴ間が開通し、また、新四日市ＪＣＴから亀山西ＪＣＴ（仮称）間についても、現在開通に向けた工事
が進められています。新名神高速道路の県内区間の全線開通は、東名阪自動車道の渋滞を解消し、本市
の交通拠点性をさらに高めることから、関係機関に対し、事業の着実な進捗と早期の整備を促してい
く必要があります。

● 都市計画決定に向け、現在、環境アセスメントが進められている「鈴鹿亀山道路」については、亀山ＪＣ
Ｔと鈴鹿市北勢バイパスを結ぶ地域高規格道路として、インターチェンジへのアクセス向上や地域の
利便性向上のみならず、南海トラフ地震等の大規模災害発生時において、内陸部と沿岸部を東西に連
結する「くしの歯※２」としての役割が期待されています。今後も関係機関と連携しながら、その実現に
向けた取り組みが求められます。
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⑸ 広域的な交通拠点性の強化
３．交通拠点性を生かした都市活力の向上

※１　不慮の事故や障害が発生した場合においても、その機能を維持できるよう予備設備を準備しておくこと。
※２　東日本大震災に伴う大津波により沿岸部に甚大な被害が発生したことから、国土交通省が宮城県や自衛隊と協力して啓開した緊急輸送道路を「くしの歯型」として名付けたもの。90



目指す姿

成果指標

施策の方向

①リニア中央新幹線市内停車駅の誘致の推進
◆ リニア中央新幹線の三重・奈良ルートの早期決定と市内停車駅誘致に向け、三重県など関係機関等

との連携を強化し、市民・企業・商業者と一体となった積極的な誘致活動を展開するとともに、市民
の意識高揚を図ります。

◆ リニア中央新幹線の市内停車駅整備の効果を最大限に生かすことができるよう、経済効果や都市機
能など、市内停車駅を核としたまちづくりの検討を行います。

◆リニア中央新幹線の市内停車駅整備を見据え、計画的な財源確保に努めます。

②広域道路網の強化
◆ 広域高速道路網の結節点としての機能をさらに高めるため、関係機関に対し、新名神高速道路の早

期整備を促します。
◆ 内陸部と沿岸部の東西軸となる鈴鹿亀山道路や国道１号亀山バイパスの４車線化、国道１号関バイ

パスなど、広域道路網の強化に向けた取り組みを促進します。
◆市内交通ネットワークとの有機的な結合を図れる広域道路網の整備を促進します。

市内外の人が、高速交通ネットワークを活用し、広域的な交流・連携を行っています。

指　　標 現状値 目標値

リニア中央新幹線亀山駅整備基金残高 １５億５,０９０万円
（平成２７年度末現在）

２０億円
（平成３３年度末現在）
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